
玉村町低入札価格調査制度要領 

平成２２年３月２９日 

要領第３号 

 

（目的） 

第１条 この要領は、町が発注する建設工事の競争入札において地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号。以下「自治令」という。）第１６７条の１０第１項、第１６７条

の１０の２第２項（第１６７条の１３の規定により準用する場合を含む。）及び玉村町

財務規則（平成１２年規則第７号。以下「同規則」という。）第１３２条第１項（第１

４２条第１項の規定により準用する場合を含む。）の規定により予定価格の制限の範囲

内の価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者（以下「最

低価格入札者」という。）の当該申込みに係る価格（以下「最低入札価格」という。）

によっては、最低価格入札者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれが

あるかどうかについての調査（以下「低入札価格調査」という。）を行ったうえで落札

者を決定する制度（以下「低入札価格調査制度」という。）に関し必要な事項を定める

ものとする。 

（用語の意義） 

第２条 この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところに

よる。 

(1) 契約担当者 同規則第２条第１項第４号に規定する者をいう。 

(2) 契約担当課長 入札の執行及び契約の締結に関する事務を総轄する課の長をいう。 

(3) 工事担当課長 工事請負契約に係る設計及び施工を主管する課の長をいう。 

（対象工事） 

第３条 低入札価格調査制度の対象とする建設工事は、次の各号のいずれかに該当するも

のとする。 

(1) 設計金額（消費税及び地方消費税相当額を含む。）が２，５００万円以上の工事 

(2) 玉村町総合評価落札方式要領（平成２２年要領第１号）の規定により総合評価落札

方式を適用する工事 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する建設工事については、低入



札価格調査制度の対象としないものとする。 

(1) 自治令第１６７条の２第１項第１号から第７号の規定により随意契約による工事 

(2) 解体工事 

(3) 契約担当者が特に認める工事 

（調査基準価格） 

第４条 契約担当者は、低入札価格調査を行う場合の基準となる価格（以下「調査基準価

格」という。）を設けるものとする。 

２ 調査基準価格は、予定価格（消費税及び地方消費税相当額を除く。以下同じ。）の算

出の基礎となった次の各号に掲げる額の合計額とする。ただし、当該合計額が予定価格

に１０分の９を乗じて得た額を超える場合にあっては、予定価格に１０分の９を乗じて

得た額とし、予定価格に１０分の７を乗じて得た額に満たない場合にあっては、１０分

の７を乗じて得た額とする。 

(1) 直接工事費に１０分の９．５を乗じて得た額 

(2) 共通仮設費に１０分の９を乗じて得た額 

(3) 現場管理費相当額に１０分の９を乗じて得た額 

(4) 一般管理費相当額に１０分の５．５を乗じて得た額 

３ 前項の規定により算出して得た調査基準価格の額に１万円未満の端数があるときは、

その端数は切り捨てるものとする。 

（失格基準価格） 

第５条 契約担当者は、低入札価格調査を行うことなしに失格とする基準となる価格（以

下「失格基準価格」という。）を設けることができる。 

２ 失格基準価格は、次に掲げる算定方法により算出した額とする。 

失格基準価格＝調査基準価格－予定価格×０．０５ 

３ 前項の規定により算出して得た失格基準価格の額に１万円未満の端数があるときは、

その端数は切り捨てるものとする。 

４ 失格基準価格を下回る価格をもって申込みをした者は、失格とする。 

（調査基準価格調書の作成） 

第６条 契約担当者は、第４条第１項及び前条第１項の規定により調査基準価格及び失格

基準価格を設けるときは、調査基準価格調書（様式第１号）を作成し、封筒に入れて封



印し、保管しなければならない。 

２ 契約担当者は、開札の際、前項に規定する調査基準価格調書を開札の場所に置かなけ

ればならない。 

（入札に参加しようとする者への周知） 

第７条 契約担当者は、入札に参加しようとする者に対し、調査基準価格及び失格基準価

格を設けていることを周知するものとする。 

（調査基準価格を下回る入札） 

第８条 契約担当者は、開札の結果、最低入札価格が次の各号のいずれかに該当する場合

には、落札者の決定を保留するとともに、低入札価格調査を契約担当課長に命ずること

とする。 

(1) 失格基準価格を設けている場合は、調査基準価格を下回り、かつ、失格基準価格以

上の価格 

(2) 失格基準価格を設けていない場合は、調査基準価格を下回る価格 

（調査の実施） 

第９条 契約担当課長は、前条の規定により低入札価格調査を命じられたときは、最低価

格入札者に対し、低入札価格調査通知書（様式第２号）により通知し、次の各号に掲げ

る書類を提出させるとともに、事情聴取による調査を行うものとする。なお、事情聴取

を行う際には、工事担当課長を同席させることとする。 

(1) 低入札価格調査に関する必要書類提出報告書（様式第３号） 

(2) その価格により入札した理由書（様式第４号） 

(3) 下請予定業者等一覧表（様式第５号） 

(4) 対象工事現場付近における手持ち工事の状況（様式第６号） 

(5) 対象工事関連の手持ち工事の状況（様式第７号） 

(6) 手持ち資材の状況（様式第８号） 

(7) 資材購入予定先一覧（様式第９号） 

(8) 手持ち機械の状況（様式第１０号） 

(9) 機械リース元一覧（様式第１１号） 

２ 工事担当課長は、事情聴取終了後、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれ

があるかどうかについての所見を記載した低入札価格調査票（様式第１２号）を作成し、



契約担当課長に送付することとする。 

（低入札価格調査委員会への付議） 

第１０条 契約担当課長は、前条第２項の規定により低入札価格調査票の送付を受けたと

きは、低入札価格調査委員会（以下「調査委員会」という。）に付議し、審査を受けな

ければならない。 

（調査結果の報告） 

第１１条 契約担当課長は、前条の規定により調査委員会の審査を受けたときは、その審

査結果を契約担当者に報告するものとする。 

（落札者の決定及び通知） 

第１２条 契約担当者は、前条の規定により審査結果の報告を受けたときは、その審査結

果に基づき次の各号により落札者を決定するものとする。 

(1) 調査委員会が当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがないと認めた審

査結果の場合は、最低価格入札者を落札者として決定するものとする。 

(2) 調査委員会が当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めた審

査結果の場合は、最低価格入札者を落札者としない決定をするとともに、その旨を最

低価格入札者に通知するものとする。 

２ 契約担当者は、前項第２号の規定により最低価格入札者を落札者としない決定をした

場合には、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価

格をもって申込みをした者（以下「次順位価格入札者」という。）の当該申込みに係る

価格（以下「次順位入札価格」という。）が、調査基準価格以上の場合には、次順位価

格入札者を落札者として決定するものとする。 

３ 契約担当者は、第１項第１号又は第２項の規定により落札者を決定したときは、入札

者全員に対して、その旨を通知するものとする。 

（公表） 

第１３条 契約担当者は、前条第３項の規定により通知した後、速やかに調査基準価格及

び失格基準価格を公表するものとする。 

（契約締結に係る措置） 

第１４条 契約担当者は、第１２条第１項第１号の規定により決定した落札者と契約を締

結するときは、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。 



(1) 契約の保証の額については、建設工事請負契約約款（以下「同約款」という。）第

４条第２項中「請負代金額の１００分の１０以上」を「請負代金額の１００分の３０

以上」に読み替えて適用するものとする。なお、請負代金額に変更があった場合には、

同約款第４条第４項中「請負代金額の１００分の１０」を「請負代金額の１００分の

３０」に読み替えて適用するものとする。 

(2) 契約を解除した場合の違約金の額については、同約款第４４条第２項中「請負代金

額の１０分の１に相当する額」を「請負代金額の１０分の３に相当する額」に読み替

えて適用するものとする。 

（次順位価格入札者に係る関係規定の準用） 

第１５条 第９条から前条までの規定は、第１２条第１項第２号の規定により最低価格入

札者を落札者としない決定をし、かつ、次順位価格が調査基準価格を下回る価格であっ

た場合について準用する。 

（調査委員会の設置） 

第１６条 第１０条の規定により審査を行うため、調査委員会を設置する。 

（審査） 

第１７条 委員会は、当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるかどうかに

ついて審査するものとする。 

（組織） 

第１８条 委員会は、別表に掲げる者をもって構成する。 

２ 委員長は副町長、副委員長は総務課長とする。 

（職務） 

第１９条 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 

２ 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、

その職務を代理する。 

（会議） 

第２０条 委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、その議長となる。 

２ 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。 

３ 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決する

ところによる。 



４ 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の関係職員を会議に出席させ、意見

を聴くことができる。 

（結果の通知） 

第２１条 委員長は、審査をした結果について低入札価格審査結果通知書（様式第１３号）

により通知するものとする。 

（持ち回り回議） 

第２２条 委員長は、至急を要する事項で第２０条の規定による会議を開くことができな

いと判断したときは、副委員長又は総務課契約管財係長に起案文書を持ち回りさせ、委

員５人以上の回議を受けた上で、自らの決裁をもって会議の議決に代えることができる。 

（庶務） 

第２３条 委員会の庶務は、総務課契約管財係において処理する。 

   附 則 

 この要領は、平成２２年４月１日から施行する。 

 

別表（第１８条関係） 

委員会構成員 

副町長 

総務課長 

経営企画課長 

子ども育成課長 

生活環境安全課長 

経済産業課長 

都市建設課長 

上下水道課長 

会計課長 

学校教育課長 

生涯学習課長 



様式第1号(第6条関係) 

調 査 基 準 価 格 調 書 

 

工 事 名   

 

(1) 設計金額等 

設 計 金 額 円 

予 定 価 格 円 

 

(2) 第4条第2項各号に掲げる額の合計額 

直接工事費に10分の9.5を乗じて得た額 円 

共通仮設費に10分の9を乗じて得た額 円 

現場管理費相当額に10分の9を乗じて得た額 円 

一般管理費相当額に10分の5.5を乗じて得た額 円 

合 計 額 円 

 

(3) (2)の合計額と比較する額 

予定価格に10分の9を乗じて得た額 円 

予定価格に 10分の7を乗じて得た額 円 

 

(4) 調査基準価格                   (予定価格      ％) 

調 査 基 準 価 格 円 

入 札 書 比 較 価 格 円 

 

(5) 失格基準価格                   (予定価格      ％) 

失 格 基 準 価 格 円 

入 札 書 比 較 価 格 円 

 

 上記のとおり調査基準価格調書を作成する。 

 

  平成  年  月  日 

 

契約担当者 

印

   

 

※(1)から(3)及び入札書比較価格に記載する額は、消費税及び地方消費税相当額を除いた額とする。 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 





 


